
会
見
の
冒
頭
、
岡
村
ユ
ニ
オ

ン
委
員
長
か
ら
次
の
よ
う
な
発

言
を
行
い
ま
し
た
。

「
第
八
回
管
理
職
ア
ン
ケ
ー

ト
」
に
寄
せ
ら
れ
た
第
一
線
で

働
く
二
千
名
を
超
え
る
管
理
職

の
切
実
な
声
を
「
ユ
ニ
オ
ン
ニ

ュ
ー
ス
特
集
号
」
と
し
て
発
行

し
、
職
場
の
内
外
に
実
態
を
リ

ア
ル
に
知
ら
せ
、
職
場
で
の
様

々
な
問
題
点
を
分
析
・
検
証

し
、
要
求
書
と
し
て
提
出
し
、

実
現
を
目
指
し
て
運
動
を
取
り

組
ん
で
い
る
。

以
下
の
項
目
に
対
す
る
官
房

長
の
考
え
を
示
し
て
頂
き
た

い
。

①
地
方
整
備
局
の
移
譲
問
題

②
仕
事
の
あ
り
方
、
業
務
執
行

体
制
に
つ
い
て

③
将
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て

④
労
使
関
係
に
つ
い
て

こ
れ
を
受
け
て
官
房
長
よ

り
、
「
国
土
交
通
省
の
業
務
執

行
に
責
任
あ
る
立
場
か
ら
の
尽

力
に
感
謝
の
言
葉
が
あ
り
、
災

害
対
応
に
昼
夜
問
わ
ず
対
応

し
、
国
民
か
ら
の
信
頼
と
期
待

は
大
き
い
。
」
「
職
員
一
丸
と
な

っ
て
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
」

一
一
月
一
五
日
に
法
案
の
閣

議
決
定
を
行
い
、
一
級
河
川
、

直
轄
国
道
の
整
備
管
理
な
ど
移

譲
す
る
た
め
に
必
要
な
制
度
の

構
築
の
検
討
を
進
め
て
き
た
。

大
規
模
災
害
の
対
応
、
イ
ン

フ
ラ
整
備
管
理
な
ど
が
、
今
の

地
整
の
果
た
し
て
い
る
役
割
を

維
持
す
る
箏
が
重
要
で
あ
る
。

国
民
の
負
託
に
応
え
る
業
務

執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
過
度
の

負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮

し
、
必
要
な
健
康
管
理
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

定
員
に
つ
い
て
、
一
一
月
一

六
日
に
「
平
成
二
五
年
度
は
大

幅
に
採
用
抑
制
と
純
減
を
目
指

す
」
と
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、

必
要
な
要
員
の
確
保
に
最
大
限

努
力
し
た
い
。

河
川
・
道
路
に
つ
い
て
は
、

適
切
な
維
持
管
理
が
必
要
で
あ

る
。
必
要
な
予
算
を
確
保
で
き

る
よ
う
に
努
め
た
い
。

国
民
の
命
を
守
る
た
め
、
全

国
的
に
き
ち
ん
と
進
め
た
い
。

厳
し
い
財
政
の
中
、
適
切
な

管
理
、
予
算
の
効
率
的
執
行
を

行
い
た
い
。

再
任
用
で
雇
用
と
年
金
の
継

続
を
図
る
基
本
方
針
が
出
さ
れ

た
。再

任
用
に
つ
い
て
は
、
当
人

の
能
力
・
経
験
を
活
か
す
観
点

で
任
命
権
者
が
適
切
に
判
断
し

て
い
る
。

勤
務
地
に
つ
い
て
も
、
任
命

権
者
が
業
務
上
の
必
要
性
や
定

員
状
況
を
総
合
的
に
判
断
す
べ

き
こ
と
。

基
本
方
針
で
は
、
総
人
件
費

改
革
、
職
員
の
能
力
活
用
の
観

点
を
踏
ま
え
、
別
途
査
定
官
庁

に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

今
後
と
も
正
常
で
安
定
し
た

労
使
関
係
を
お
互
い
の
努
力
で

築
い
て
い
き
た
い
。

交
渉
は
窓
口
で
の
話
し
が
基

本
で
あ
り
、
良
く
話
し
合
っ
て

貰
い
た
い
。

ま
た
、
災
害
時
の
話
し
合
い

に
つ
い
て
、
前
官
房
長
は
、「
話

し
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
」
と
発

言
さ
れ
た
の
で
、
技
術
的
な
担

当
者
を
入
れ
て
建
設
的
に
対
応

し
て
欲
し
い
。
と
の
申
し
入
れ

に
対
し
て
、
「
前
任
者
の
答
え

で
や
ら
せ
て
頂
く
。
」
と
前
向

き
な
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
官
房
長
は
旧
運
輸

か
ら
み
え
て
い
る
と
認
識
し
て

い
る
が
、
旧
建
設
の
仕
事
に
対

す
る
意
見
を
汲
み

上
げ
る
よ
う
要
望

し
ま
し
た
。

ま
た
、
労
働
組

合
関
係
で
は
、
旧

運

輸
と
旧
建
設

は
、
当
局
の
対
応

の

違
い
を
指
摘

し
、
官
房
長
に
旧

建
設
を
指
導
す
る

よ
う
申
し
入
れ
、

交
渉
を
終
わ
り
ま

し
た
。
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仕
事
の
あ
り
方

地
方
整
備
局
の

移
譲
問
題

地方整備局の
移譲問題について

現在の地整の役割維持が重要
官房長会見を開催を

一
一
月
二
九
日
、
本
省
に
お
い
て
官
房
長
交
渉
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

官
房
長
交
渉
に
は
、
当
局
よ
り
久
保
官
房
長
以
下
四
名
の

出
席
が
あ
り
、
ユ
ニ
オ
ン
か
ら
岡
村
委
員
長
以
下
五
名
が
出

席
し
ま
し
た
。

中
心
的
な
議
論
の
内
容
と
し
て
は
、
「
第
八
回
管
理
職
ア

ン
ケ
ー
ト
」
の
結
果
に
対
す
る
官
房
長
の
基
本
的
な
姿
勢
を

問
い
た
だ
し
ま
し
た
。

増
員
・
予
算

給
与
に
つ
い
て

防
災
・
減
災

職
員
の
将
来
生

労
使
関
係



人
事
院
は
一
二
月
一
〇
日

「
来
年
一
月
一
日
に
間
に
合
う

よ
う
に
｣
人
事
院
規
則
九
ー
八

の
一
部
改
正
を
公
布
し
ま
し

た
。
改
悪
内
容
は
表
の
よ
う
な

内
容
で
す
が
、
改
悪
理
由
は
｢
五

〇
歳
代
に
お
け
る
官
民
格
差
に

対
応
す
る
た
め
、
昇
格
時
対
応

号
俸
表
の
改
正
な
ど
を
行
う
｣

と
い
う
も
の
で
す
。
再
三
ユ
ニ

オ
ン
な
ど
か
ら
｢
年
齢
・
役
職

・
事
業
規
模
な
ど
の
比
較
に
つ

い
て
は
明
ら
か
に
せ
ず
、
民
間

は
一
定
の
年
齢
に
な
れ
ば
出
向

や
役
職
を
降
り
、
責
任
と
業
務

内
容
が
変
化
し
て
い
る
実
態
を

無
視
し
、
た
だ
年
齢
比
較
の
み
｣

な
ど
の
指
摘
を
受
け
そ
れ
に
ま

と
も
に
回
答
す
る
ど
こ
ろ
か
指

摘
の
正
し
さ
も
認
め
な
が
ら
、

自
ら
の
保
身
の
た
め
労
働
基
本

権
の
代
償
措
置
と
し
て
の
機
関

の
役
割
を
投
げ
捨
て
た
の
で

す
。
今
回
の
昇
格
抑
制
の
改
悪

の
結
果
、
六
級
昇
格
時
に
は
六
，

四
〇
〇
円
、
年
間
ボ
ー
ナ
ス
込

み
で
一
〇
万
円
に
賃
下
げ
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
三
つ
子
・

四
つ
子
号
俸
を
何
度
も
く
ぐ
り

昇
給
も
抑
制
す
る
仕
組
み
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

<

表
の
見
方>

＝
四
級
八
〇
号
か
ら
五
級
昇
格

の
場
合
＝

Ａ
欄
八
〇
の
位
置
か
ら
Ｂ
欄

五
級
列
（
改
悪
前
）
に
ス
ラ
イ

ド
さ
せ
る
と
五
級
七
二
号
に
な

り
ま
す
が
、
改
悪
後
だ
と
Ｃ
欄

七
〇
号
に
抑
制
さ
れ
ま
す
。

＝
五
級
八
五
号
か
ら
六
級
昇
格

の
場
合
＝

Ａ
欄
八
五
の
位
置
を
六
級
Ｄ

欄
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
改
悪

前
の
六
級
六
五
号
に
昇
格
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
改
悪
後

だ
と
Ｅ
欄
五
五
号
俸
へ
の
昇
格

と
な
り
｢
昇
格
抑
制
｣
が
行
わ
れ

ま
す
。
（
以
下
同
様
）

冒
頭
の
岡
村
委
員
長
よ
り
、

あ
い
さ
つ
を
兼
ね
た
問
題
指
摘

を
行
い
、
山
本
事
務
局
長
な
ど

か
ら
具
体
的
な
問
題
指
摘
を
行

い
ま
し
た
。

【
ユ
ニ
オ
ン
】

人
事
院
調
査
で
は
（
退
職
金

計
算
根
拠
）
、
国
公
全
体
の
平

均
は
、
五
五
歳
ま
で
に
六
級
に

な
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

が
、
国
土
交
通
省
は
退
職
一
八

ヶ
月
前
だ
。

同
じ
省
内
で
も
差
が
あ
る
。

【
人
事
院
】

新
し
い
切
り
口
の
指
摘
を
伺

っ
た
の
で
、
調
べ
て
み
る
。

地
整
職
員
の
処
遇
に
つ
い
て

は
聞
い
て
い
る
。
五
級
か
ら
六

級
へ
の
切
り
上
げ
に
つ
い
て
努

力
し
て
い
る
。

標
準
職
務
表
に
よ
る
と
、
軽

々
に
改
善
で
き
な
い
。

過
去
の
経
過
も
あ
り
早
急
に

改
善
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

少
し
で
も
良
く
な
る
よ
う
に
五

級
定
数
は
順
次
増
や
し
て
い

る
。
最
上
位
級
は
、
ポ
ス
ト
の

評
価
付
け
な
ど
の
関
係
で
難
し

い
。
各
省
か
ら
実
態
を
聞
い
て

い
る
が
、
過
去
の
積
み
重
ね
や

人
員
構
成
も
あ
り
、
我
々
な
り

に
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
人
事
院
交
渉
で
は
、

管
理
職
経
験
者
の
多
く
が
五
級

退
職
し
て
い
る
国
土
地
理
院
の

昇
格
改
善
も
求
め
ま
し
た
。

【
ユ
ニ
オ
ン
】

国
土
地
理
院
は
、
旧
建
設
の

処
遇
よ
り
悪
い
。
五
級
で
退
職

す
る
管
理
職
員
も
多
い
。

地
方
測
量
部
の
課
長
は
、
関

東
の
二
名
だ
け
が
六
級
で
、
定

数
も
二
つ
し
か
付
い
て
い
な

い
。
他
の
地
方
測
量
部
は
全
て

五
級
と
な
っ
て
い
る
。
大
き
な

問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

【
人
事
院
】

組
織
の
規
模
や
所
掌
事
務
か

ら
、
本
院
は
管
区
機
関
の
位
置

付
け
で
、
地
方
測
量
部
は
そ
れ

に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
組
織
と

理
解
し
て
い
る
。

【
ユ
ニ
オ
ン
】

院
長
・
参
事
官
は
本
省
庁
格

付
け
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
人

事
院
も
同
じ
よ
う
な
組
織
だ

が
、
本
省
庁
並
の
処
遇
だ
。

人
事
院
の
地
方
事
務
局
よ
り

も
地
方
測
量
部
の
方
が
人
員
が

多
い
。
地
理
院
も
本
省
庁
並
に

評
価
せ
よ
。

【
人
事
院
】

引
き
続
き
、
話
し
は
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

人
事
院
本
院
交
渉

国
家
公
務
員
平
均
以
下
の
昇
格
実
態
の
改
善
を

一
一
月
二
０
日
一
一
時
よ
り
、
平
成
二
五
年
度
級
別
定
数
改
善

に
向
け
た
人
事
院
本
院
交
渉
を
実
施
し
ま
し
た
。
人
事
院
か
ら
石

水
給
与
担
当
補
佐
他
三
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

人
事
院

五
級
定
数
改
善
を
実
施
し
て
い
る
？

国
土
地
理
院
の
定
数
改
善
に
つ
い
て

人
事
院
「
引
き
続
き
話
し
は
聞
く
」

Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 Ｄ欄 Ｅ欄 Ｆ欄 Ｇ欄

改悪
前

改悪
後

改悪
前

改悪
後

改悪
前

改悪
後

54 46 46 43 43 30 30
55 47 47 44 44 31 31
56 48 48 44 44 31 31
57 49 49 45 45 31 31
58 50 50 45 45 32 32
59 51 51 46 46 32 32
60 52 52 46 46 32 32
61 53 53 47 47 33 32
62 54 54 47 47 33 33
63 55 55 48 48 34 33
64 56 56 48 48 34 33
65 57 57 49 49 35 33
66 58 58 49 49 35 34
67 59 59 50 50 36 34
68 60 60 50 50 36 34
69 61 61 51 50 37 34
70 62 62 51 50 37 35
71 63 63 52 51 38 35
72 64 64 52 51 38 35
73 65 65 53 51 39 35
74 66 66 54 51 39 36
75 67 67 55 52 40 36
76 68 68 56 52 40 36
77 69 68 57 52 41 37
78 70 69 58 52 ・ ・
79 71 69 59 53 ・ ・
80 72 70 60 53 ・ ・
81 73 70 61 53 ・ ・
82 74 71 62 53 ・ ・
83 75 71 63 54 ・ ・
84 76 72 64 54 ・ ・
85 77 72 65 55 ・ ・
86 78 73 ・ ・ ・ ・
87 79 73 ・ ・ ・ ・
88 80 74 ・ ・ ・ ・
89 81 74 ・ ・ ・ ・
90 82 75 ・ ・ ・ ・
91 83 75 ・ ・ ・ ・
92 84 76 ・ ・ ・ ・
93 85 77 ・ ・ ・ ・

昇格
以前
の号
俸

５級 ６級 ７級

人
事
院

昇
格
抑
制
を
強
行

労
働
基
本
権
の
代
償
組
織
か
ら
政
府
の
代
弁
組
織
に


